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令和６年２月５日 

地 域 行 政 部 

住民記録・戸籍課 

 

 

住民基本台帳事務における「書かない窓口」の導入について 

 

 

１ 主旨 

「世田谷区 ＤＸ推進方針 Ｖｅｒ．２ 」のリーディングプロジェクト『「行かない 書

かない 待たない」新たな窓口プロジェクト』の一環として、各総合支所くみん窓口及び

出張所で取り扱っている住民基本台帳事務において、届出人が届書を自書することを必

要としない、いわゆる「書かない窓口」を導入する。 

 

２ 取り組みの概要 

くみん窓口・出張所（全１０か所）に、「書かない窓口」を実現するシステムを導入し、

転入届等の届出人が届書を手書きせずに手続きを行える環境を整備する。 

 

３ 対象手続 

  転入・転出・転居・住民票の写し交付等（予定） 

 

４ 「書かない窓口」の運用方式 

手続きを受け付ける際､区の住民基本台帳情報その他のデータを活用するほか､届出人

から届出内容をヒアリングすることにより、窓口職員がシステムにより届書を作成する。 

※業務の流れは別紙参照 

 

５ 導入時期 

令和７年 1月上旬 
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現行

書かない窓口

記載台で届書
記入

番号札を引いて
待機

受付

番号札を引いて
待機

受付

記入された申請書と
持参した転出証明書
で受付

転出証明書をスキャナ
等でデータ化し、この
情報をもとに、届書を
システムで作成

【窓口（受付）】 【バックヤード】

端末入力

端末入力

届書を見ながら
手入力

連携結果の確認
・修正

データ連携

照合

照合

転出証明書を持参

届書の手書き
が不要に！

一項目一項目
手入力しなくて良い！

『書かない窓口』の運用イメージ（転入届）

※手続きによっては、スマホによる事前申請入力の活用で手続き時間の短縮も可能

R7.1～
住民記録システム
標準化に合わせて
運用開始予定
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